
電気用品安全法に関する解釈について　　　　平成１４年８月１５日　製品安全課
商品名等
（電気用品名等）

家庭用わた菓子器

１　当該商品等の概要

○構造、仕様、意匠
　家庭用わた菓子器であり、国内の１００Ｖ商用電源により動作するもの。
　
○主な使用者、販売先
　子供（大人と一緒に使用することも含む。）、玩具専門店、ホームセンター、イ
ンターネット等を利用した通信販売等。

２　解釈

○内容
　特定電気用品中、電熱器具の「電熱式おもちゃ」として取り扱う。

○理由
　本製品は、これまで「その他の調理用電熱器具」として、取り扱ってきたが、子
供が主として使用することを前提として設計又は製造されていると判断されるた
め、「電熱式おもちゃ」として取り扱うものとする。


